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小牧市条例第２２号  

 

  



 

小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例の

一部を改正する条例  

 

 小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例（平成１９年

小牧市条例第２１号）の一部を次のように改正する。  

 第２１条第２項中「第４条」を「第４条の２」に改める。  

 第２２条第２項中「及び粗大ごみ」を「、粗大ごみ及び処分に特別な処

理を要する廃棄物であって規則で定めるもの（以下「特定ごみ」という。）」

に改める。  

 別表第１に次のように加える。  

特定ごみ  市が収集及び運搬したもの  １個につき  １ ,０５０円  

   附  則  

 この条例は、令和８年７月１日から施行する。ただし、第２１条第２項

の改正規定は、公布の日から施行する。   


